
オープンカウンター方式について

オープンカウンター方式とは？

少額の随意契約によることができる調達において、見積りを頂く企業様を特定するこ
となく、調達情報を公開することで、参加意思のある企業様から見積書を提出していた
だき、契約する方式です。
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・どういったものが対象なんだろう？

事務用品、工具、清掃用品、厨房用品、家電製品の調達、プリンターの修理役務
など

調達要求件名リストは逐次更新しますので、応札可能な案件があるか
ご確認ください。

海上自衛隊のホームページを見てみましょう。

ホームページで調達内容を確認してください。
「海上自衛隊調達情報」⇒「入札公告」⇒「八戸地区」 ⇒ 「八戸航空基地
隊」⇒「オープンカウンター方式」を選択



・参加範囲について
オープンカウンター方式に参加できるのは、以下アからエのいずれかの条件を満たす方。
なお、条件を満たす方であっても、本契約の「契約担当官等」との間で締結した契約において、過

去１年間に正当な理由なく契約を履行しなかった方、又は大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備
庁長官若しくは海上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停
止の措置を受けている期間中の者は見積提出者として認められません。

ア 防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）「物品の販売」「役務の提供等」のＣ又はＤの等級に格
付けされ、東北地域の競争参加資格を有する方。

イ 中小企業等経営強化法（平成１１年法律第１８号）第５０条第１項に規定する「事業継続力強化
計画」又は同法第５２条第１項に規定する「連携事業継続力強化計画」の認定を受けた中小企業者
（官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律（昭和４１年法律第９７号）第２条に規
定する中小企業者をいう。）

ウ ア又はイに該当しない中小企業者であって、同一の相手方（公的機関、民間企業のいずれかを問
わない）に対し、直近１年間で１か月以上にわたり、常時継続的に物品を納入し、又は役務等を提
供している実績が確認できる事業者

エ 見積の提出日までの１年間において、本契約の「契約担当官等」との間で契約を締結した実績が
ある事業者。（アの競争参加資格において、Ａ又はＢの等級に格付けされている者を除く。）



・案件内容を確認してください。
取引可能な案件がございましたら、まずは八戸航空基地経理隊契約班へお電話ください。

０１７８―２８－３０１１ （内線２４４６）
１ 詳細な内容が記載されている「仕様書、内訳書等」を入手しましょう。
２ 契約担当者から、取引開始までの必要書類について説明いたします。

・見積書の提出方法
「オープンカウンター方式実施要領」を熟読のうえ、海上自衛隊所定の「見
積書」を提出期限内に八戸航空基地隊経理隊契約班へ提出してください。見積
書は原本に限ります。また、郵送（書留、簡易書留又は配達記録郵便）による
提出でもかまいません。ただし、期限内に到着しない場合は無効になりますの
でご注意ください。（ＦＡＸやメールでの提出は認められません。）

〒０３９－１１８０
青森県八戸市大字河原木字高館 海上自衛隊八戸航空基地隊経理隊契約班



・落札結果の通知
見積書提出期限以降（土・日・祝日を除く。）契約班から契約決定企業様へ
連絡いたします。
※契約決定されなかった企業様への連絡はありませんのでご了承ください。

・契約締結
契約決定の通知後、契約から納品までの流れについて確認します。それぞれの

契約によって、異なる点がありますので契約班に確認ください。

皆様のご参加をお待ちしております

※オープンカウンター方式はあくまで試行であるため、今後、実施
要領、内容等を変更する場合がございます。あらかじめご理解のう
えご参加ください。


